
奈
良
県
告
示
第
七
十
二
号 

 

の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真 
 

一 

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称 

 
 

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社 

二  

指
定
納
付
受
託
者
の
所
在
地 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
二
番
二
号 

三 

指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
を
し
た
日 

  
 

令
和
七
年
五
月
二
日 

四 

納
付
事
務
を
行
う
歳
入
等 

 
 

奈
良
県
立
美
術
館
の
観
覧
料
等
の
う
ち
Ｑ
Ｒ

決
済
を
利
用
し
て
納
付
す
る
も
の 

五 

納
付
事
務
を
行
う
期
間 

 
 

令
和
七
年
五
月
三
十
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 
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